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令和７年度摂津市医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この告示は、エネルギー等の物価高騰の影響を受けている医療施設等を運営

する者に対し、予算の範囲内で、医療施設等物価高騰対策支援金（以下「支援金」

という。）を交付することにより、地域医療体制の継続・維持を図ることを目的と

する。 

 （定義） 

第２条 この告示において「医療施設等」とは、市内に所在する次に掲げるものをい

う。 

 ⑴ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院のう

ち、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する保

険医療機関（次号において「保険医療機関」という。）の指定を受けたもの（以

下「病院」という。） 

 ⑵ 医療法第１条の５第２項に規定する診療所（摂津市立休日小児急病診療所及び

社会福祉施設の医務室を除く。）のうち、保険医療機関の指定を受けたもの（以

下「診療所」という。） 

 ⑶ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和

３５年法律第１４５号）第２条第１２項に規定する薬局のうち、健康保険法第

６３条第３項第１号に規定する保険薬局の指定を受けたもの（以下「薬局」とい

う。） 

２ この告示において「令和５年度支援金」とは、令和５年度摂津市医療施設等物価

高騰対策支援金交付要綱（令和５年摂津市告示第３３７号）に基づく医療施設等物

価高騰対策支援金をいう。 

 （交付対象者） 

第３条 支援金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、

令和７年１１月１日において医療施設等を運営する者とする。 

 （支援金の額等） 

第４条 支援金の額は、次の各号に掲げる医療施設等の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

 ⑴ 病院 ４００，０００円 

 ⑵ 診療所及び薬局 １００，０００円 
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２ 支援金の交付は、医療施設等につき１回に限るものとする。 

 （交付の通知等） 

第５条 市長は、交付対象者のうち令和５年度支援金の交付を受けたもの（以下「令

和５年度支援金被交付者」という。）に対し、令和７年度摂津市医療施設等物価高

騰対策支援金交付通知書（様式第１号）により支援金の交付の通知を行う。 

２ 令和５年度支援金被交付者は、前項の通知を受けた際、支援金の交付を受けるこ

との拒否の申出をすることができる。 

３ 市長は、第１項の通知により示された期限までに前項の申出がないときは、速や

かに支援金を交付する旨の決定（以下「交付決定」という。）を行い、令和５年度

支援金被交付者に対し支援金を交付する。 

 （交付の方式） 

第６条 令和５年度支援金被交付者に対する支援金の交付は、次の各号に掲げる方式

のいずれかにより行う。 

 ⑴ 令和５年度支援金における指定口座に振り込む方式 

 ⑵ 前条第１項の通知により示された期限までに、令和７年度摂津市医療施設等物

価高騰対策支援金振込口座変更届出書（様式第２号）により前号の指定口座の変

更を届け出て、当該届出のあった口座に振り込む方式 

 （交付の申請） 

第７条 支援金の交付を受けようとする者（第５条第１項の通知を受けた者を除く。

以下「申請者」という。）は、令和７年度摂津市医療施設等物価高騰対策支援金交

付申請書兼請求書（様式第３号）に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の期限は、令和８年３月３１日とする。 

 （交付の決定等） 

第８条 市長は、前条第１項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

支援金の交付の可否を決定し、その旨を令和７年度摂津市医療施設等物価高騰対策

支援金交付決定通知書（様式第４号）又は令和７年度摂津市医療施設等物価高騰対

策支援金不交付決定通知書（様式第５号）により当該申請者に通知するものとす

る。ただし、交付決定をした場合には、次項の規定による支援金の交付をもって当

該通知に代えることができる。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定をしたときは、速やかに支援金を当該申請者
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に交付するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一

部を返還させるものとする。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 


